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 122    112    3     -      3     -      5      3      2      2      2     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
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令和6年12月31日現在第58表　就業保健師・助産師・看護師数 （特定行為研修を修了した者）, 就業場所・年齢階級
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　　　３．平成１４年から業務に従事する場所の区分が見直され、平成３０年から業務に従事する場所に「介護医療院」が追加された。
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50～54歳
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（注）１．隔年調査
　　　２．平成１４年３月に「保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律」が施行されたため、改正後の名章で表章している。

25歳未満

25～29歳

30～34歳
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40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65歳以上


